
金
滞
古
蹟
志
巻
情
一

一
、
二
百
石

一
、
二
百
石

つ

宵

五

拾

石

間

以
上
三
人
也
。
延
貨
の
金
津
固
に
、
閥
助
馬
場
東
の
頭
に
伯
柴
奥
助

の
居
邸
を
載
せ
た
り
。
此
の
奥
助
は
町
馬
鹿
か
。
哨
随
筆
K
.
町
馬

皆
坂
井
太
郎
右
衛
門
が
僻
話
を
載
せ
た
り
。
共
の
僻
般
に
云
ふ
。
坂

井
太
郎
克
街
門
と
い
ふ
町
馬
留
は
‘
家
業
上
手
に
て
あ
り
し
ゅ
ゑ
、

武
家
方
出
入
の
屋
敷
多
し
。
貞
享
の
頃
た
る
か
、
篠
原
主
水
方
へ
参

り
、
乗
馬
共
炎
治
た
ど
い
た
し
仕
舞
ひ

τ、
壁
土
の
あ
る
所
に
水
の

溜
り
b
り
し
ゅ
ゑ
に
、
此
の
所
に
て
針
を
洗
ひ
て
脇
に
置
き
、
共
の

身
も
水
を
取
寄
せ
て
手
水
遁
ひ
た
ど
せ
し
内
に
、
馬
針
一
本
失
せ
た

り
け
り
。
何
ほ
ど
噂
ぬ
る
と
い
へ
ど
も
不
国
見
営
↓
不
審
訟
が
ら
共
の

分
に
し

τ‘
太
郎
充
衛
門
は
蹄
り
け
り
。
然
る
慮
主
水
方
表
門
の
天

井
に
燕
の
巣
を
た
し
居
し
が
、
山
県
よ
り
大
抵
る
蛇
落
ち
け
り
。
人
々

あ
や
し
み
見
れ
ば
、
喉
よ
り
腹
へ
か
け
切
割
れ
て
死
し
た
る
体
也
。

い
か
・
な
る
事
ぞ
と
思
ひ
し
に
、
彼
の
蛇
来
り
て
卵
を
取
喰
ふ
を
‘
燕

の
か
た
し
み
て
、
太
郎
右
衛
門
が
馬
針
を
、
壁
土
に
て
蛇
の
来
る
道

に
付
置
き
、
蛇
を
殺
し
た
る
に

τ有
り
し
と
、
小
竹
善
七
と
い
ふ
も

小
勝
組

厩
方
組

療
馬
役

伯
楽
方

伯
柴
方

久

徳

叉

四

郎

問

中

十

太

夫

佐
藤
喜
右
衛
門

外
口
強
〈
、
地
道
之
内
に
も
口
は
な
さ
せ
候
憐
難
v
成
‘
地
道
梁
掛
候

儀
は
中
々
思
ひ
も
寄
ら
歩
。
勿
論
口
は
た
し
不
ν
申
故
、
早
乗
杯
は
曾

て
以
て
成
不
v
申
候
。
馬
衆
金
子
久
兵
衛
に
も
御
乗
ら
せ
候
廃
‘
五
兵

衛
同
事
に
て
、
蛇
に
純
を
付
候
杯
と
は
‘
か
ゃ
う
の
馬
の
事
に
候
哉

と
閑
人
共
に
申
候
。
依
v
之
御
返
し
被
v
成
候
へ
ば
、
左
ゃ
う
可
v
有
v
之。

此
馬
は
少
し
六
ヶ
敷
所
有
v
之
よ
し
被
v
申
候
。
共
後
叉
町
乗
の
鉢
を

御
覧
被
v
成
候
成
、
最
前
に
少
も
替
儀
無
v
之
.
手
綱
は
中
に

τた
る

み
、
明
強
き
馬
と
は
相
見
h
ざ
る
や
う
に
被
v
乗
候
。
貨
に
奇
妙
成
る

衆
か
た
、
名
人
と
も
可
v
申
皆
度
々
.
御
意
に

τ御
感
被
v
成
。
と
見
ゆ
。

又
、
金
津
御
携
に
て
何
哉
ら
ん
の
事
に
付
.
一
一
畿
に
建
し
た
る
者
は

寓
事
に
渡
り
申
事
の
曲
申
も
の
有
v
之
慮
、
固
定
は
嘗
て
埼
明
か
ざ
る
申

事
也
。
仮
令
ぽ
金
揮
に

τ.
武
村
九
郎
太
夫
は
今
之
世
に
稀
成
程
の

馬
飛
友
れ
共
‘
手
跡
は
山
本
源
右
衛
門
の
十
ナ
プ
も
怠
る
間
敷
、
ま

た
源
右
衛
門
は
能
書
た
れ
ど
も
、
馬
に
乗
る
事
は
九
郎
太
夫
が
十
ク

一
も
成
不
v
申
。
是
に
て
心
得
ぺ
き
事
之
曲
、
御
居
間
坊
主
小
頭
長
谷

川
健
雲
を
以
て
被
昌
仰
出
?
と
あ
り
。
加
陽
諸
士
系
譜
に
、
馬
乗
役
武
村

九
郎
太
夫
‘
貸
永
五
年
被
且
召
尚
一
采
地
二
百
石
賜
v
之
。
正
徳
四
年
加

恩
百
石
、
合
三
百
石
賜
v
之
。
元
文
四
年
死
、
六
十
一
歳
。
と
あ
り
て
、

金
滞
古
蹟
志
巻
叶
一

八

一
の
共
頃
主
水
方
に
奉
公
せ
し
が
、
現
に
見
た
り
と
語
れ
り
と
ぞ
。

r
-
一

博
勢
は
、
沓
藩
中
は
博
勢
頭
取
と

τ博
勢
共
を
我
許
た
し
た
り
。
町

合
所
留
記
に
載
せ
た
る
費
永
七
年
八
月
町
奉
行
の
雪
上
書
に
、
江
戸

博
勢
共
は
万
を
帯
せ
ざ
る
事
勝
手
攻
第
之
蕗
.
町
人
並
の
者
帯
刀
之

儀
天
和
年
中
御
改
の
時
分
、
町
奉
行
支
配
細
工
人
共
万
相
止
・
み
た
る

頃
、
町
博
努
共
も
町
人
並
の
由
に
て
刃
相
止
み
た
り
。
浪
人
博
勢
・
町

博
勢
共
、
皆
貸
馬
を
繰
ぎ
置
き
て
.
馬
術
稽
古
の
諸
士
へ
か
し
け
り
。

賃
馬
と
穆
し
是
を
商
業
と
た
し
た
り
。

。
馬
乗
之
侮
話

子
孫
世
々
岡
崎
衆
役
た
り
。
按
宇
る
に
、
馬
飛
役
は
馬
術
鍛
錬
の
士
に

て
、
奮
藩
中
は
潟
野
川
の
閥
助
馬
場
の
近
漣
に
邸
地
を
賜
は
り
て
、

世
々
居
住
せ
り
。
馬
乗
の
事
は
徒
然
草
に
、
披
の
陸
奥
守
泰
盛
は
さ
う

・
泣
き
馬
乗
也
け
り
。
馬
を
引
出
さ
せ
け
る
に
、
足
を
揃
へ
て
し
き
み

を
ゆ
ら
と
と
ゆ
る
を
見
て
は
、
是
は
い
さ
め
る
馬
・
な
り
と
て
、
鞍
を

置
き
か
へ
さ
せ
け
り
。
ま
た
足
を
の
ぺ
て
・
し
き
み
に
け
あ
て
ぬ
れ

ぽ
、
是
は
に
ぷ
く
し
て
あ
や
ま
ち
あ
る
べ
し
と
て
乗
ら
ぎ
り
け
り
。

遣
を
知
ら
ざ
ら
ん
入
、
か
ば
か
り
恐
れ
た
ん
や
。
又
吉
岡
と
申
馬
乗

の
申
侍
り
し
は
、
馬
ご
と
に
と
は
き
も
の
也
。
人
の
カ
あ
ら
そ
ふ
ぺ

か
ら
宇
と
知
る
ぺ
し
。
乗
る
べ
き
馬
を
ぽ
ま
づ
よ
く
見

τ、
強
き
所

弱
き
所
を
知
る
べ
し
。
次
に
轡
・
鞍
の
具
に
あ
や
う
き
事
や
有
る
と

見
て
、
心
に
か
h

る
事
あ
ら
ば
、
共
馬
を
は
す
べ
か
ら
宇
。
此
用
意

を
b
す
れ
ざ
る
を
馬
乗
と
は
申
也
。
是
秘
磁
の
事
也
と
申
し
き
。
と

あ
り
。
石
川
訪
古
滋
記
に
‘
僻
目
。
痛
藤
兵
庫
頭
閲
忠

d

基
関
子
.
臨

永
廿
九
年
生
晶
子
賀
州
富
樫
郷
吋
幼
名
茜
之
助
。
文
安
元
年
叙
目
従
五
位

主
任
=
備
前
守
一
年
二
十
三
。
受
昌
奥
村
上
永
幸
叡
馬
法
一
師
盈
足
利

将
軍
義
政
公
吋
延
徳
三
年
五
月
三
日
卒
昌
子
宮
樫
郷
三
十
七
十
.
共
子
園

好
。
文
安
三
年
生
昌
子
宮
樫
郷
吋
善
正
騎
馬
二
潤
a

色
家
僻
書
刊
一
師
目
施
将
軍

丸




